
2020年 6月 30日 

 

新型コロナウイルスの影響でお困りの世帯の子どもたちへ 

７月１日より「滋賀の子ども緊急支援募金」店頭受付開始 

「滋賀の子どものほほえむ力
ちから

サポート事業」支援活動 

 

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員:平松正嗣、以下｢平和堂｣）は、社会福祉法

人滋賀県社会福祉協議会（滋賀県草津市、会長：渡邉光春、以下「滋賀県社会福祉協議会」）が事務局であ

る「滋賀の子どものほほえむ力サポート事業」に協力し、新型コロナウイルス感染症の影響により、困窮されている世帯

の子どもたちへの支援のため、緊急支援募金を 2020年７月１日より開始しますのでお知らせいたします。 

 

＜滋賀の子ども緊急支援募金について＞ 

(１) 日時 

2020年 7月 1日(水)～８月３１日(月) 

(２) 場所 

滋賀県内 平和堂全７５店舗の受付またはサービスセンターなど 

(３) 募金先 

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

「滋賀の子どものほほえむ力サポート事業」 

  

●滋賀の子どものほほえむ力サポート事業 とは 

 滋賀県社会福祉協議会が実施する事業で、新型コロナウイルスの影響でお困りの世帯の子どもたちに、ひと

ときでもうれしい気持ちになってもらえる“あったか”プレゼントを届ける取組みです。 

 新型コロナウイルスの影響で生活が苦しくなった世帯への「緊急小口資金の貸付」を利用されている世帯の

中で中学生以下の子どもがおられる世帯へ金券等でお届けします。 

 

【その他注意事項】 

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。 

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

 

以上 

 


